
議案第 84 号 

令和７年度貝塚市一般会計補正予算（第７号）の件 

令和７年度貝塚市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４２８，１５３千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４１，７９９，０５０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法第 213 条第１項の規定により、翌年度に繰越して使用することができ

る経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

 

令和７年 12 月１日提出 

 

                                                貝塚市長 酒 井  了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　歳　入 (単位   千円)

14. 国庫支出金 8,762,842 47,387 8,810,229

1. 国庫負担金 7,333,289 35,000 7,368,289

2. 国庫補助金 1,403,795 11,463 1,415,258

3. 委託金 25,758 924 26,682

15. 府支出金 3,348,511 17,500 3,366,011

1. 府負担金 2,464,471 17,500 2,481,971

16. 財産収入 40,594 769 41,363

1. 財産運用収入 40,194 769 40,963

17. 寄附金 712,667 101,764 814,431

1. 寄附金 712,667 101,764 814,431

18. 繰入金 3,177,395 196,441 3,373,836

2. 基金繰入金 3,143,723 196,441 3,340,164

20. 諸収入 900,884 59,792 960,676

5. 雑入 466,544 59,792 526,336

21. 市債 2,309,900 4,500 2,314,400

1. 市債 2,309,900 4,500 2,314,400

41,370,897 428,153 41,799,050

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



　歳　出 (単位   千円)

2. 総務費 6,057,852 328,358 6,386,210

1. 総務管理費 4,832,283 328,358 5,160,641

3. 民生費 19,791,835 79,670 19,871,505

1. 社会福祉費 7,878,412 74,382 7,952,794

2. 児童福祉費 8,474,088 5,288 8,479,376

4. 衛生費 4,396,767 8,104 4,404,871

1. 保健衛生費 1,522,699 916 1,523,615

2. 清掃費 1,933,404 7,188 1,940,592

8. 土木費 3,090,721 7,540 3,098,261

5. 都市計画費 1,764,261 7,540 1,771,801

9. 消防費 1,254,531 3,080 1,257,611

1. 消防費 1,254,531 3,080 1,257,611

10. 教育費 2,960,278 632 2,960,910

1. 教育総務費 538,273 132 538,405

5. 社会教育費 633,488 500 633,988

12. 諸支出金 17,023 769 17,792

3. 財政調整基金 9,114 769 9,883

41,370,897 428,153 41,799,050

補 正 額 計款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 



9. 1.

防災行政無線整備事業 3,080消防費 消防費

　　　　　　　　　　第  ２  表　　　　繰　　越　　明　　許　　費

（単位　千円）

款 項 事 業 名 金 額



(追加)

　事　　　　　　項

令和７年度～令和９年度

18,400千円

197,660千円

35,860千円

令和７年度～令和９年度

医 療 的 ケ ア 児 看 護 業 務

第 ３ 表　　　　債  務  負  担  行  為  補  正 

期　　　　　間 限 度 額

旅 券 発 給 業 務 令和７年度～令和９年度

貝塚市営住宅の有効活用による官民連携事業
（ 追 加 ）

市 営 プ ー ル 幼 児 用 防 水 シ ー ト 改 修 事 業 令和７年度～令和８年度 4,169千円

ス ク ー ル バ ス 運 行 事 業 令和７年度～令和１２年度 42,900千円

第 一 中 学 校 校 舎 外 壁 等 改 修 工 事 令和７年度～令和８年度 24,486千円



起債の 起債の

方  法 借入先 償還期限 据置期間 その他 方  法 借入先 償還期限 据置期間 償還方法 その他

千円 年以内 年以内      千円 年以内 年以内

28,800 証書借入 年6.5％以内 政　府 20 3 左記の条件の範囲  証券発行の場合 30,200 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左

又は （ただし、利率見 内において借入先  において発行価

証券発行 直し方式で借り入 その他 に融通条件がある  格が額面金額を

113,500 れる政府資金及び 30 5 場合その条件に従  下回るときは、 116,600 同左 同左

地方公共団体金融 うことができる。  それぞれの発行

機構資金について、 ただし、財政の都  価格差減額を埋

利率の見直しを行っ 合により償還期限  めるために必要

た後においては、 及び据置期間を短  な金額をそれぞ

当該見直し後の利 縮し又は繰上償還  れの限度額に加

率） 若しくは低利に借  算した金額を限

り換えることがで  度額とする。

きる。

起債合計 2,309,900 2,314,400

備   考
償還方法

第４表  地 方 債 補 正

起債の目的

補　　正　　前 補　　正　　後

限度額
償還の方法

備　　考

民 間 保 育 所 等
整 備 事 業

利  率
償還の方法

 一括償還

 元利均等

 又は元金

限度額利  率

消 防 防 災
施 設 整 備 事 業

 年賦又は

 半年賦・

 くは満期

 均等若し


